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その他環境省令で定める事項 
 

配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに、事業者の    

見解 

 

配慮書の公告及び縦覧等 

「環境影響評価法(平成 9 年法律第 81 号)」第 3 条の 7 第 1 項及び「発電所アセス省令」第 13

条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、配慮書を作成した旨及び

その他事項を公告し、配慮書を公告の日から起算して約 1 月間縦覧に供した。 

 

公告の日 

令和 2 年 7 月 28 日(金) 

 

公告・公表の方法  

  1) 日刊新聞紙における公告 

令和 2 年 7 月 28 日(金)付で、下記日刊紙に「お知らせ」公告を掲載した。 

・福井新聞 

・日刊県民福井 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日刊新聞に掲載した公告内容 

 

上記の公告に加え、次の広報誌に「お知らせ」公告を掲載した。 

・敦賀市広報誌（つるが 2020 年 8 月号） 

・南越前町広報誌（南えちぜん 2020 年 8 月号） 
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  2) インターネットによる公告 

令和 2 年 7 月 28 日(金)から、下記のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

・敦賀市ホームページ      https://www.city.tsuruga.lg.jp/ 

・南越前町ホームページ     https://www.town.minamiechizen.lg.jp/ 

・中部電力株式会社ホームページ https://www.chuden.co.jp/ 

・株式会社 OSCF ホームページ   http://oscf.co.jp/ 

 

縦覧及び公表の方法 

関係自治体庁舎等の 7 カ所で縦覧した。また、インターネットの利用により、公表した。 

 

  1) 関係自治体庁舎での縦覧 

【福井県】 

•福井県庁 安全環境部 環境政策課 (福井市大手 3-17-1) 

•敦賀市役所 市民生活部 環境廃棄物対策課 (敦賀市中央町 2-1-1) 

•敦賀市東郷公民館 (敦賀市井川 33-12) 

•敦賀市東浦公民館 (敦賀市五幡 32-8-1) 

•南越前町 建設整備課 (南条郡南越前町東大道 29-1) 

•南越前町 今庄事務所 (南条郡南越前町今庄 84-25) 

•南越前町 河野事務所 (南条郡南越前町河野 15-16-1) 

 

    

福井県庁 敦賀市役所 敦賀市東郷公民館 敦賀市東浦公民館 

   

 

南越前町 建設整備課 南越前町 今庄事務所 南越前町 河野事務所 

 

  2) インターネットの利用による公表 

・株式会社 OSCF ホームページ  http://oscf.co.jp/news/200728.html 
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縦覧及び公表期間 

  1) 縦覧及び公表期間 

令和 2 年 7 月 28 日(水)から 8 月 28 日(金)まで(土・日・祝日及び閉庁・閉館日を除く)。 

 

  2) 縦覧及び公表時間 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(開庁時間に準ずる)。 

なお、インターネットの利用による公表については、上記の期間、終日アクセス可能な状態と

した。 

 

一般の意見の概要及び事業者の見解 

意見書の提出期間 

令和 2 年 7 月 28 日（金）から令和 2 年 8 月 28 日（金）まで 

なお、郵送の受付は、当日消印有効とした。 

 

意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受付けた。 

・縦覧場所に設置した意見箱への投函 

・株式会社 OSCF への郵送による書面の提出 

 

意見書の提出状況 

提出された意見の総数は、8 通（50 件）であった。 

 

 

  



7-4 

(342) 

 

一般の意見及び事業者の見解 

配慮書に対する一般の意見及びそれに対する事業者の見解を表 7.1-1 に示す。 

 

表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見及び事業者の見解(1/9) 
 環境要素 意見 事業者の見解 

1 

事業計画、

その他 

本事業の鉢伏山周辺では、他に JR 東日本エネ

ルギー開発(株)が最大 16 基、又(株)グリーンパ

ワーインベストメントが余呉南越前町にて最大

50 基計画しており、「累積的影響」について調査、

検討するとのことであるが各社が独自に行うも

ので、設置基数から判断しても物理的に不可能か

と思われる。 

景観・超低周波音、動物特に鳥類「ツムギ」の

冬季渡りの経由地でもある等々、又事業予定地の

一番近い地区住民の事業の説明がアセスメント

配慮書の段階とはいえ無かった。 

以上、地域住人として計画絶対反対！ 

 今後の手続において、現地調査の結果を踏まえな

がら周辺の他風力発電事業との累積的影響を考慮し

た事業計画を検討していきます。 

周辺地区長様には事前のご説明をさせていただい

ておりましたが、地域住民のみなさまへのご説明・

周知が不十分な状況で手続を進めてしまった点につ

いてお詫び申し上げます。   

今後、事業を進めていくにあたっては、地域住民

のみなさまの合意、ご理解を得ることが重要と考え

ておりますので、環境影響評価法に基づく住民説明

会だけでなく、適宜個別の説明会を開催する等、事

業の透明性および実効性の確保に努めます。 

 

2 

環境保全措置とはどの様な措置なのか？ 環境保全措置とは、調査・予測・評価を行う過程に

おいて事業者が実行可能な範囲で対象事業の実施に

よる影響を回避又は低減することを目的として検討

する環境保全対策です。今後の調査・予測・評価の結

果や事業計画の進捗に応じて、環境保全措置の内容、

効果および妥当性等を検討し、その結果を準備書段

階でお示しします。 

3 

○人への低周波の影響が一番心配である。人への

安心、安全を一番大切にして設置してほしい。集

落から 2km 以上はなれた地点に設置をする。 

○自然破壊などおこさない様な工事、および、建

設のために道路の設置に注意をしてほしい。 

○ドイツなど北欧の先進国では、海上風力が主流

である。その理由は、人への影響や自然破壊など

が少ないためであり、日本も風力を海上で作るの

が一番のベストであろう。 

○市民ファンドを作り、1～2 基は地域住民の風

力発電所もほしい。 

住民への徹底した説明と賛同と住民が賛同する

風力発電所を！ 

 低周波音の影響について最新の知見を踏まえて調

査、予測および評価を実施し、必要に応じて環境保

全措置を検討、具体化します。 

また、今後の現地調査の結果等を踏まえて、自然

環境への影響を可能な限り回避又は低減する方針で

す。 

今後、事業を進めていくにあたっては、地域住民

のみなさまの合意、ご理解を得ることが重要と考え

ておりますので、環境影響評価法に基づく住民説明

会だけでなく、適宜個別の説明会を開催する等、事

業の透明性および実効性を確保する方針です。 

4 

工事等において低減(環境に対する)を図った

としても、必ず影響は残る。 

鳥、動物が生息域を離れ、里に下りる害も予測

されるが、環境省、農水省ともにデータを取って

いない。 

保安林を切ることにより、想定外の降雨が増え

ている近年、土砂災害の危険性が高まることが予

測される。 

城跡等の文化財、景観という文化財が破壊され

る可能性の高い事業により、古い家屋が多い地域

には、空気振動等の影響を受けることが予測され

る。 

事業が、15～20 年の耐用年数終了後どうする

のか？長期視点に配慮がみられない。 

以上のことから、風力発電計画に反対である。 

 動物については工事の実施および施設の稼働に伴

う重要な種への影響について、調査、予測および評

価を行い、必要に応じて環境保全措置を検討、具体

化します。 

また、土地の改変にあたっては、改変面積の縮減

や最適な工法の採用など防災に配慮した設計や施工

方法を検討します。景観への影響についても調査、

予測および評価を行い、眺望景観への影響を回避又

は低減する方針です。 

耐用年数経過後について具体的に決まっていませ

んが、責任を持って対応いたします。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(2/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

5 

事業計画、 

その他 

本市には、原発、火力発電所が立地されていま

すが環境に一番安心でもある再生可能エネルギ

ー風力発電だけがありません。世界の風車産業

は、地球温暖化対策の決め手として、急成長し

ていると聞きおよんでいる。敦賀市に、原発、

火力、風車の三つのエネルギー供給の町とし

て、エネルギー政策の発信をしてもらいたいと

思います。今回、計画されている予定地は、山

の山頂であり、地元住民への電波、騒音、振動

障害はないと考えられます。環境、景観問題に

ついて、全っく問題はありません。むしろ、地

域の活性化になると考えます。 

地元では高齢化が進み、山に入る人がほとんど

いません。山の手入れもされず、今や、山は荒

れ放題になっており、むしろ、山頂に風車が建

設されることにより、人が、山に入る道筋にも

なり、自然を守る事にもつながるものと思いま

す。 

地元の一人として、風力発電の建設に強く望ん

でいます。 

ぜひとも、地元の活性化につながる建設計画実

現に御尽力を頂きたく思います。 

山林の整備・地元活性化に繋がる事業となるよう

引き続き事業計画を具体化します。 

6 

環境に配慮しつつ計画を進めて頂きたいと思っ

ていますが、更に、今後の配置計画等に加えて頂

きたい事項が次の通りあります。 

それは「展望公園エリア」の設置です。 

鉢伏山からの稜線は日本海を見渡せる素晴らし

い尾根伝いです。 

この素晴らしい景観・眺望の提供と風力発電機の

理解促進を兼ねた「展望公園エリア」が設けられ

れば、地域への興味を持つ者が増え、東浦みかん

の敦賀特産物を有するこの地域への誘客の一助

となるのではと考えます。 

「展望公園エリア」を設けるとなると相応の用地

が必要と思われることから環境影響評価の初期

段階より考慮されることを希望します。 

展望公園エリアの設置については地元活性化の一

助となるよう地元の意見を踏まえたエリア選定を含

めて実現をする方針です。 

7 

動物 

(コウモ

リ) 

コウモリ類について 

 欧米での風力発電アセスメントにおいて,最も

影響を受ける分類群としてコウモリ類と鳥類が

懸念されており(バット&バードストライク),そ

の影響評価等において重点化されている. 

国内でもすでに風力発電機によるバットストラ

イクが多数起きており,不確実性を伴うものでは

なく,確実に起きる事象と予測して影響評価を行

うべきである. 

 このことを踏まえて環境保全の見地から,本配

慮書に対して以下の通り意見を述べる. 

 なお,本意見は要約しないこと. 

 頂いたご意見は、要約せずに、原文のとおり記載

いたします。 

8 
1.配慮書段階でコウモリ類の専門家にヒアリン

グを行ったことは評価される. 

 今後の手続においても、引き続き専門家の助言を

踏まえつつ、適切に調査、予測および評価を行いま

す。 

9 

2.しかし,敦賀半島に生息しているヒナコウモリ

は「冬眠」ではなく「出産哺育」している個体群

である. 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(3/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

10 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

3.P209 の「重要な動物への影響の予測結果」に

おいて,専門家が生息の可能性がある種として

挙げた「オヒキコウモリ,テングコウモリ，ク

ロホオヒゲコウモリ,ヒメホオヒゲコウモリ,モ

リアブラコウモリ,ノレンコウモリ,ヤマコウモ

リ」を対象としなかった理由を種毎に述べるこ

と. 

 記載が抜けており申し訳ございません。ご指摘い

ただいた各種についても今後の手続において、引き

続き専門家の助言を踏まえつつ、調査、予測および

評価を行います。 

11 
4.配慮書においてバットストライクの予測を行

ったことは評価される. 

 今後の手続においてもバットストライクに留意

し、専門家の助言を踏まえつつ、調査、予測および

評価を行います。 

12 

5.しかし,「方法書以降の手続等において留意

する事項」において,バットストライクに留意し

ない理由を述べよ. 

13 

6.今後は事業者および委託事業者の独断による

影響評価を進めることなく,各段階の事前また

は事後にコウモリ類の環境影響評価に詳しい専

門家の指導を仰ぎ,コウモリ類の飛翔状況を把

握するための確実な調査手法を検討し,さらに

コウモリ類調査の十分な経験と知識を持った者

による適切な調査,予測評価,保全措置,事後調

査を行う必要があるだろう.以上. 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

14 

■1.意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で削除または要

約しないこと。削除または要約することで貴社

の作為が入る恐れがある。事業者見解には、意見

書を全文公開すること。また同様の理由から、以

下に続く意見は「ひとからげ」に回答せず、「そ

れぞれに回答すること」。さらに本意見書の内容

について「順番を並び替えること」も認めない。 

 頂いたご意見は原文のとおり記載いたしました。

また、意見書への事業者の見解については、頂いた

順番のとおり記載いたします。 

15 

■2.コウモリ類について 

 コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食する

ので、生態系の中で重要な役割を持つ動物であ

る。また害虫をたくさん食べるので、人間にと

っては益獣である。しかし風力発電施設では、

バットストライクが多数生じている。NEDO の報

告書（*）によれば、実態把握サイト（風力発

電施設１０サイト）におけるコウモリ類の推定

死亡数は年間 502.8 個体とされ、これは鳥類の

年間推定死亡数（257.6 羽）のおよそ２倍にな

る。 

コウモリ類の出産は年 1～2 頭程度と、繁殖力

が極めて低いため、死亡率のわずかな増加が、

地域個体群へ重大な影響を与えるのは明らかで

ある。国内では今後さらに風車が建設される予

定であり、コウモリ類について累積的な影響が

強く懸念される。益獣が減れば住民に不利益が

生じる。これ以上風車で益獣のコウモリを殺さ

ないでほしい。 

*平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書 風力発

電等導入支援事業 環境アセスメント調査早期

実施実証事業環境アセスメント迅速化研究開発

事業（既設風力発電施設等における環境影響実

態把握Ⅰ報告書）P213.NEDO,2018. 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を収集し、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(4/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

16 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

■3.コウモリ類の保有するウィルスが心配 

 コウモリ類はウィルスの自然宿主としても知

られる。仮にウィルスを保有したコウモリ類の

死骸を、スカベンジャー（タヌキやキツネ、カ

ラスなど）が捕食した場合、ウィルスがスカベ

ンジャーから家畜・ペットを経由してヒトへ感

染するおそれがある。ウィルスが拡散すれば国

民に不利益が発生する。よって、「重要種に該

当または該当しない」に係らず、コウモリ類は

風力発電施設で 1 頭たりとも殺さないで欲し

い。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を収集し、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

17 

■4.本事業で採用する予定の風力発電機は、カ

ットイン風速未満であってもブレードは回転す

るのか？ 

 採用する風力発電機は現時点で決定しておりませ

んが、カットイン風速未満では、ブレードは遊転状

態となり、発電時のように回転することはありませ

ん。 

18 

■5.本事業で採用する予定の風力発電機は、カ

ットイン風速を任意に変更できるのか？ 

 採用する風力発電機は現時点で決定していないた

め、カットイン風速の変更可否についてお答えでき

ません。 

19 

■6.本事業で採用する予定の風力発電機は、弱

風時にフェザリング（風力発電機のブレードを

風に対して並行にし回転を止めること）を実行

できるのか？ 

 採用する風力発電機は、現時点で決定しておりま

せんが、一般的にブレードをフェザリング状態にす

ることにより回転を止めることができます。 

20 

■7.コウモリ類の調査について 

 方法書以降で現地調査により、コウモリ相（ど

んな種類のコウモリが生息するか）を調べると

思うが、相調査だけではバットストライクの影

響予測や保全措置に必要な情報が得られない。

コウモリ類の影響の程度を予測するために、調

査の重点化を行うべきではないのか。 

 頂いたご意見を踏まえつつ、今後の手続において、

必要に応じ、専門家に指導、助言を仰ぎ、コウモリ

類の調査方法を具体化します。 

21 

■8.バットディテクターの探知距離について 

 バットディテクターの探知距離は短く、高空、

つまり風車ブレードの回転範囲のコウモリの音

声は地上からほとんど探知できない。よって風

況観測塔（バルーンは風で移動するので不適切）

にバットディテクター（自動録音バットディテ

クター）の延長マイクを設置し、高高度における

コウモリの音声を自動録音するべきではないの

か。これらは、すでに欧米や国内でも行われてい

る調査手法である。 

 コウモリ類の調査については、自動録音機能を備

えたフルスペクトラム方式のバットディテクターを

用いる予定ですが、今後の手続において、必要に応

じ、専門家に指導、助言を仰ぎ、調査方法を具体化

します。 

22 

■9.バットディテクターの機種について 

・ヘテロダイン方式のバットディテクターは、

一度に探知できる周波数帯が狭いので、コウモ

リの種の識別にはほぼ使用できない。バットデ

ィテクターは、周波数解析が可能な方式の機種

を使用するべきではないのか。 

 コウモリ類の調査については、自動録音機能を備

えたフルスペクトラム方式のバットディテクターを

用いる予定ですが、今後の手続において、必要に応

じ、専門家に指導、助言を仰ぎ、調査方法を具体化

します。 

また、同定が困難な種もあると考えていることか

ら、グルーブ（ソナグラム型）に分けて調査する予

定ですが、今後の手続において、専門家の指導、助

言を仰ぎつつ、調査方法を具体化します。 

23 

・コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種

の同定は、国内ではできる種とできない種があ

る。図鑑などの文献にあるソナグラムはあくま

で参考例であり、実際は地理的変異や個体差、ド

ップラー効果など声の変化する要因が多数ある

ため、専門家でも音声による種の同定は慎重に

行う。よって、無理に種名を確定しないで、グル

ープ（ソナグラムの型）に分けて利用頻度や活動

時間を調査するべきではないのか。 

24 

・捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調査

と捕獲調査は、同日に行うべきでない（捕獲調査

日の録音データは使用しないこと）。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(5/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

25 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

■10.コウモリの捕獲調査について 

・コウモリ類について配慮のかけた不適切な捕

獲を行う業者がいる。よってコウモリの捕獲及

び許可申請の際には必ず「コウモリ類の専門

家」の指導をうける（うけさせる）べきだ。 

 頂いたご意見を踏まえつつ、今後の手続において、

必要に応じ、専門家に指導、助言を仰ぎ、コウモリ

類の調査方法を検討していきます。 

また、捕獲時期や捕獲方法・捕獲した個体の扱い

などについても専門家の指導、助言を仰ぎ、具体化

します。 

26 

・6 月下旬－7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期

にあたるため、捕獲調査を避けるべきではない

のか。 

27 

・ハープトラップは高空を飛翔するコウモリを

捕獲できないので、カスミ網も併用するべきで

はないか。 

28 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性

別、年齢、体重、前腕長等を記録し、すみやかに

放獣するべきではないか。 

29 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大

きいので、ハープトラップは、かならず夜間複数

回見回るべきだ（夕方設置して、見回りせずに朝

方回収などということを絶対に行わないこと）。 

30 
・捕獲した個体を持ち帰り飼育しないこと。 

31 
・捕獲した個体を素手で扱わないこと。 

32 
・冬眠中の個体を絶対に覚醒させないこと。 

33 
・冬眠中の個体を絶対に捕獲しないこと。 

34 

■11.「回避」と「低減」の言葉の定義につい

て１ 

「影響の回避」と「影響の低減」についての定

義を述べよ。 

「環境アセスメント技術ガイド」（一般社団法人日

本環境アセスメント協会、2017 年）によれば、「回避

は行為の全体又は一部を実行しないことによって影

響を回避すること、低減は何らかの手段で影響要因

又は影響の発現を最小限に抑えること、又は発現し

た影響を何らかの手段で修復すること」と示されて

います。 

35 

■12.「回避」と「低減」の言葉の定義について

２ 

事業者らは今後、コウモリ類への影響に対して

「ライトアップをしない」ことを掲げるかもし

れないが、「ライトアップをしない」ことは影響

の『回避』措置であり、『低減』措置ではない。

「ライトアップしないこと」により「ある程度の

バットストライクが『低減』された事例」は、こ

れまでのところ一切報告がない。これについて、

事業者の見解とその理由を述べよ。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

36 

■13.回避措置（ライトアップアップの不使用）

について 

ライトアップをしていなくてもバットストライ

クは発生している。これは事実だ。ライトアップ

は昆虫類を誘引するが、だからといって「ライト

アップをしないこと」により「コウモリ類の誘引

を完全に『回避』」できるわけではない。完全に

『回避』できないのでバットストライクという

事象、つまり「影響」が発生している。アセスメ

ントでは影響が『回避』できなければ『低減』す

るのが決まりである。よって、コウモリ類につい

て影響の『低減』措置を追加する必要がある。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(6/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

37 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

■14.コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風力発電機や、樹林（林縁）か

ら２００m 以内に建てた風力発電機は、バット

ストライクのリスクが高いことが、これまでの

研究でわかっている。低空（林内）を飛翔する

コウモリでさえ、樹林（林縁）から２００ｍ以

内ではバットストライクのリスクが高くなる。

よって風力発電機は、樹林から２００ｍ以上離

して設置して頂きたい。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

38 

■15.コウモリの保全措置（低減措置）は「カッ

トイン風速の値を上げること及びフェザリン

グ」が現実的 

「コウモリの活動期間中にカットイン風速（発

電を開始する風速）の値を上げること及び低風

速時にフェザリング（風力発電機のブレードを

風に対して並行にし回転を止めること）を行う

こと」がバットストライクを低減できる、「科学

的に立証された保全措置※」である。よって、必

ず実施して頂きたい。※ Effectiveness of 

Changing Wind Turbine Cut-in Speed to Reduce  

Bat Fatalities at Wind Facilities Final 

Report,Edward B. Arnett and Michael 

Schirmacher.2010 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

39 

■16.「バットストライクに係る予測手法」につ

いて経済産業大臣に技術的な助言を求めること 

「既に得られている最新の科学的知見」によれ

ば、バットストライクに係る調査・予測手法は欧

米では確立されている技術である。しかしなが

ら日本国内では、ブレード回転範囲におけるコ

ウモリ類の調査が各地で行われながらも、「当該

項目について合理的なアドバイスを行えるコウ

モリ類の専門家」の絶対数は少なく、適切な調

査・予測及び評価を行えない事業者が散見され

る。事業者がヒアリングするコウモリ類の専門

家について、仮に「地域のコウモリ相について精

通」していたとしても、「バットストライクの予

測」に関しては、必ずしも適切なアドバイスがで

きるとは限らない。また、残念ながら国内におい

てバットストライクの予測に関して具体的指針

は策定されていない。 

よって、仮に事業者が「国内ではバットストライ

クの予測について標準化された手法は公表され

ていない」、「国内ではコウモリ類の定量的予測

は困難」と主張する場合は、環境影響評価法第十

一条第２項に従い、経済産業大臣に対し、「バッ

トストライクに係る予測手法」について「技術的

な助言を記載した書面」の交付を求めること。 

 コウモリ類への影響の調査、予測及び評価につい

て、今後、必要に応じ、専門家等に指導、助言を仰

ぐとともに、最新の知見を踏まえ、具体化します。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(7/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

40 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

■17.「予測の不確実性」を根拠に保全措置を

実施しないのは、発電所アセス省令に反する行

為で「不適切」 

国内の風力発電機施設において、バットストラ

イクが多数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じて

いる。しかし国内の風発事業者の中に「予測に

不確実性が伴うこと」を根拠に、適切な保全措

置を実施（検討さえ）しない事業者が散見され

る。 

「予測に不確実性が伴う」としても、それは

「保全措置を検討しなくてよい」根拠にはなら

ない。なぜならアセス省令によれば「影響がな

い」及び「影響が極めて小さい」と判断される

以外は環境保全措置を検討すること、になって

いるからだ。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

41 

■18.「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実

施しないのは「不適切」2 

国内の風力発電機施設において、バットストラ

イクが多数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じて

いる。しかし国内の風発事業者の中に「影響の程

度（死亡する数）が確実に予測できない」ことを

根拠に、適切な保全措置を実施（検討さえ）せず、

事後調査に保全措置を先送りする事業者が散見

される。 

定性的予測であれば、国内外の風力発電施設に

おいてバットストライクが多数発生しており、

『コウモリ類への影響はない』『コウモリ類への

影響は極めて小さい』とは言い切れない。アセス

省令による「環境保全措置を検討する」段階にす

でに入っている。 

よって、本事業者らの課題は、「死亡するコウモ

リの数」を「いかに不確実性を伴わずに正確に予

測するか」ではなく、「いかにコウモリ類への影

響を回避・低減するか」である。そのための調査

を「準備書までに」実施して頂きたい。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

42 

■19.環境保全措置は「コウモリを殺す前から実

施してほしい」 

本事業者である「株式会社 OSCF」及び委託先の

「建設環境研究所」は「環境影響を可能な限り回

避・低減すべく環境保全措置を実施する」つもり

があるのだろうか？上記のコウモリの保全措置

（「カットイン風速の値を上げること及び低風

速時のフェザリング」）については、「事業者が実

施可能」かつ「最新の知見に基づいた」コウモリ

類への環境保全措置である。よって「コウモリを

殺す前」、すなわち「試験運転開始日から」実施

して頂きたい。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(8/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

43 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

■20.「環境保全措置」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「環境保

全措置」とは何か、理解しているか。「環境保

全措置」の定義及び実施基準を述べよ。 

「環境保全措置」の定義及び実施基準については、

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段

階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係

る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影

響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び

評価を合理的に行うための手法を選定するための指

針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を

定める省令」（平成 10 年通商産業省令第 54 号）（以

下、「発電所アセス省令」という。）第 28 条第１項よ

り、以下のとおりと考えます。 

特定対象事業に係る環境影響評価を行うに当た

り、環境影響がないと判断される場合及び環境影響

の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合

にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定

項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響を

できる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ

損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当

該環境影響に係る環境要素に関して国又は地方公共

団体による環境の保全の観点からの施策によって示

されている基準又は目標の達成に努めることを目的

として環境の保全のための措置（環境保全措置）を

検討するもの 

44 

■21.「事後調査」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「事後調

査」とは何か、理解しているか。「事後調査」

の定義及び実施基準を述べよ。 

「事後調査」の定義及び実施基準については、「発

電所アセス省令」第 31 条第１項より、以下のとおり

と考えます。 

・以下の各号のいずれかに該当する場合において、

当該環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある時

に、特定対象事業に係る工事の実施中及び供用開始

後の環境の状況を把握するための調査 

一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目につい

て環境保全措置を講ずる場合 

二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ず

る場合 

三 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後

において環境保全措置の内容をより詳細なものにす

る場合 

四 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置に

よる効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る

知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要である

と認められる場合 

45 

■22.「事後調査」の定義について２ 

念のため確認しておく。発電所アセス省令によ

れば、「事後調査」は「環境保全措置」ではない

が、事業者らは理解しているか。 

 「事後調査」は「環境保全措置」ではないものと

承知しております。 

46 

■23.環境保全措置の実施期間について 

環境保全措置について事業者は、「国内における

コウモリの保全事例数が少ないので、（カットイ

ン風速の値を上げる）保全措置は実施しない（事

後調査の後まで先延ばしにする）」といった回答

をするかもしれないが、すでに保全措置を行う

先進的事業者もいる。環境保全措置は安全側に

とるべきである。 

保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせ

ず、「コウモリを殺す前」から実施することが重

要であると思うが、これについて、事業者の見解

とその理由を述べよ。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 
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表 7.1-1 配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解(9/9) 
 環境要素 意見の概要 事業者の見解 

47 

動物 

( コ ウ モ

リ) 

■24.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す

前から」実施すること 

上記について「国内におけるコウモリの保全事

例が少ないので（カットイン風速の値を上げる）

保全措置は実施しない（大量に殺した後に検討

する）」といった回答をする事業者がいたが、仮

に国内事例が少なかろうが、「適切な保全措置の

実施」は十分可能である。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

48 

■25.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す

前から」実施すること２ 

そもそも「コウモリに影響があることを知りな

がら適切な保全措置をとらない」のは、未必の故

意、つまり「故意にコウモリを殺すこと」に等し

いことを先に指摘しておく。仮に事業者が「適切

な保全措置を実施しないでコウモリを殺してよ

い」と主張するならば、自身の企業倫理及び法的

根拠を必ず述べるように。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

49 

■26.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺

す前から」実施すること３ 

今後、事業者は「バットストライクの予測には

不確実性が伴うので、事後調査を行い、保全措

置を検討する」などの主張をするかもしれな

い。 

この「バットストライクの予測には不確実性が

伴うので、事後調査を行い、保全措置を検討す

る」という主張には、「予測に不確実性が伴う

場合は、適切な保全措置を先のばしにしてもよ

い」という前提が隠れている。しかし発電所ア

セス省令に「予測に不確実性が伴う場合は、適

切な保全措置を先延ばしにしてもよい」という

記載はないことを先に指摘しておく。これにつ

いて、事業者の見解とその理由を「丁寧に」述

べよ。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 

50 

■27.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す

前から」実施すること４ 

今後、事業者は「国内においてコウモリ類の衝突

実態は不明な点も多く、保全措置についても検

討され始めた段階だ。よって事後調査を行い、保

全措置を検討する」などの主張をするかもしれ

ない。 

国内では 2010 年からバットストライクが確認さ

れており（環境省自然環境局野生生物課、2010、

風力発電施設バードストライク防止策実証業務

報告書）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適

正化のための手引き（環境省、2011）」にもコウ

モリ類の保全措置が記載されている。「コウモリ

の保全措置が検討され始めた」のは最近の出来

事ではない。また、仮に「国内で保全措置が検討

され始めた」からといって、それが「国内の風発

事業者が適切な保全措置を先のばしにしてよ

い」という根拠にはならないことを先に指摘し

ておく。これについて、事業者の見解とその理由

を「丁寧に」述べよ。 

 今後の手続において、必要に応じ、専門家に指導、

助言を仰ぐとともに、最新の知見を踏まえ、コウモ

リ類への環境保全措置を具体化します。 
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福井県知事の意見及び事業者の見解 

配慮書に対する福井県知事の意見及びそれに対する事業者の見解を表 7.1-2 に示す。 

 

表 7.1-2 配慮書に対する福井県知事の意見及び事業者の見解(1/4) 

  環境要素 意見の概要 事業者の見解 

1 

全体的事項 （１）対象事業実施区域の絞り込み、風力発電設

備および取付道路等の付帯設備の規模・位置また

は配置・構造（以下「風力発電設備配置等」とい

う。）など事業計画の更なる検討に当たっては、影

響を受けるおそれのある環境要素に係る影響を総

合的に評価し、その結果を反映するとともに、そ

の検討経緯および内容について、方法書以降の図

書に具体的に記載すること。 

 対象事業実施区域の絞り込み、風力

発電機および風力発電機配置等などの

事業計画の更なる検討にあたっては、

影響を受けるおそれのある環境要素に

係る影響を総合的に評価し、その結果

を反映するとともに、その検討経緯お

よび内容について、今後の図書に具体

的に記載する方針です。 

2 

（２）事業実施想定区域周辺には、他事業者による

環境影響評価手続中の風力発電事業があることか

ら、他事業者が計画している風力発電設備等のう

ち、本事業との累積的な環境影響が懸念されるもの

については、今後、環境影響評価図書等の公開情報

の収集や他事業者との情報交換等に努め、累積的な

環境影響について適切な予測および評価を行い、そ

の結果を踏まえ、風力発電設備配置等を検討するこ

と。 

 そのほか、２の個別事項について、本事業の実施

による重大な影響等を回避または十分に低減でき

ない場合は、風力発電設備配置等の再検討、対象事

業実施区域の見直しおよび風力発電機の大幅な基

数削減を含む事業計画の見直しを行うこと。 

 対象事業実施区域周辺の他事業者に

よる複数の風力発電事業について、環

境影響評価図書等の公開情報の収集

や、他事業者との情報交換等に努め、

累積的な影響について、予測および評

価を検討していきます。 

また、本事業の実施による重大な影

響等を回避又は十分に低減できない場

合には、風力発電機等の配置等の再検

討、対象事業実施区域の見直しおよび

基数の削減を含む事業計画の見直しを

実施します。 

3 

（３）環境保全措置の検討に当たっては、環境影響

の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的

に検討することがないようにすること。 

 環境保全措置の検討に当たっては、

環境影響の回避・低減を優先的に検討

し、代償措置を優先的に検討しない方

針です。 

4 

（４）環境影響評価に係る調査、予測および評価（以

下「調査等」という。）の方法および環境保全措置等

の最新の知見ならびに既設の風力発電事業の稼働

後の環境調査結果の入手に努め、得られた知見等を

事業計画や今後の調査等に反映すること。 

 また、今後の環境影響評価に係る手続において、

住民等への積極的な情報の提供、分かりやすい説明

および幅広い意見の聴取に努めること。 

 環境影響評価に係る調査、予測およ

び評価等の方法および環境保全措置等

の最新の知見や既設風力発電事業の稼

働後の環境調査結果の入手に努め、可

能な限り得られた知見等を事業計画や

今後の調査等に反映する方針です。 

また、今後の環境影響評価に係る手

続において、住民等への積極的な情報

提供、説明および意見の聴取をする方

針です。 

5 

個

別

事

項 

騒音、超

低周波お

よび風車

の影 

事業実施想定区域および近隣に複数の住居が存

在するため、それらに対する騒音および風車の影に

よる重大な影響が懸念される。 

 このため、騒音および風車の影による影響につい

て、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」

（平成２９年５月環境省）を踏まえ、最新の知見を

考慮した信頼性の高い調査等を適切に行い、その影

響を回避または極力低減すること。 

 また、超低周波音についても、最新の知見を踏ま

え適切かつ信頼性の高い調査等を行い、周辺住居等

への影響を回避または低減すること。 

騒音については、「風力発電施設か

ら発生する騒音等測定マニュアル」（平

成 29 年 5 月 26 日環境省）およびその

他の最新の知見等に基づき、風力発電

機稼働時における騒音による生活環境

への影響について調査、予測および評

価をする方針です。また、その結果を

踏まえ影響を回避又は極力低減する方

針です。 

影については、住居等への影響につ

いて最新の知見や先行事例等を踏まえ

て調査、予測および評価を具体化しま

す。また、その結果を踏まえ影響を回

避又は極力低減する方針です。 
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表 7.1-2 配慮書に対する福井県知事の意見及び事業者の見解(2/4) 

  環境要素 意見の概要 事業者の見解 

6 

個

別

事

項 

地形およ

び地質 

 事業実施想定区域には、福井のすぐれた自然に

選定されている「鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩」

等が存在することから、事業の実施に伴う地形お

よび地質への影響について十分な調査等を行い、

その影響を回避または極力低減すること。 

 事業の実施に伴い地形および地質へ

の影響が懸念される場合には調査等を

行い、その影響を回避又は極力低減す

る方針です。 

7 

動物（鳥

類および

コウモリ

類） 

 事業実施想定区域およびその周辺では、イヌワ

シおよびクマタカ等の希少猛禽類や絶滅危惧種と

なっているヒナコウモリ等の希少なコウモリ類の

生息が確認されている。 

 また、当該区域の北方に位置する丹生山地は、

サシバやハチクマといった渡りを行う希少猛禽類

をはじめ小型鳥類からコウノトリを含む大型鳥類

までの多様な鳥類の大規模な移動が確認され、同

山地の一帯は全国的に重要な渡りの経路となって

いると考えられる。 

 そのため、同山地の南方に位置する南条山地を

事業実施想定区域とする本事業の実施は、事業の

実施に伴う土地改変や環境変化による生息地の消

失、風車への衝突事故および移動経路等の阻害等

により、これら鳥類等への重大な影響が懸念され

る。 

 これらのことから、現地調査の実施ならびにそ

の調査結果を踏まえた予測および評価に当たって

は、「猛禽類保護の進め方」(改訂版)（平成２４年

１２月環境省）に基づくことはもちろん、渡り鳥

を含め、鳥類等の生態や現地の状況に精通した専

門家の意見を聴取し、その意見を反映すること。 

 渡り鳥の調査については、個体数が最大になる

時期を中心に十分な調査期間を設け、夜間の渡り

も対象とするとともに、調査対象が通過する全個

体数の一部であること、渡りの経路は年によって

変化することを十分に留意の上、渡りの実態を適

切に把握し、影響を評価できる方法をとること。 

 これらの結果を踏まえ、その影響を回避または

極力低減すること。 

 鳥類およびコウモリ類の調査、予測

および評価にあたっては、「猛禽類保護

の進め方」（改訂版）（平成 24 年 12 月

環境省）に基づくとともに、鳥類等の

生態や現地の状況に精通した地元専門

家の指導・助言を仰ぎ、その意見を反

映する方針です。 

渡り鳥の調査については、個体数が

最大になる時期を中心に十分な調査期

間を設け、夜間の渡りも対象とすると

ともに、調査対象が敦賀市・南越前町

を通過する全個体数の一部であるこ

と、渡りの経路は年によって変化する

ことを十分に留意の上、渡りの実態を

適切に把握し、影響を評価できる方法

を具体化します。 

また、その結果を踏まえ、影響を回

避又は極力低減する方針です。 
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表 7.1-2 配慮書に対する福井県知事の意見及び事業者の見解(3/4) 

  環境要素 意見の概要 事業者の見解 

8 

個

別

事

項 

動物、植

物および

生態系 

 事業実施想定区域およびその周辺には、国定公

園、自然植生、特定植物群落およびカモシカ等の重

要な生態系や動植物種の生息・生育が確認されてい

る。また、当該区域の大部分が保安林に指定されて

いる。 

 そのため、事業の実施に伴う森林伐採や土地改変

によりこれらの希少な動植物の生息・生育環境や生

態系の消失といった重大な影響が懸念される。加え

て、当地域は過去に動植物等の現地調査が十分に行

われていない地域であり、今後、適切な調査が行わ

れなければ、現在未確認とされる希少な動植物の生

息・生育環境が事業実施に伴い消失する懸念があ

る。 

 これらのことから、現地調査の実施ならびに調査

結果を踏まえた予測および評価に当たっては、現地

の状況に精通した専門家の意見を聴取し、その意見

を反映すること。この現地調査により自然度の高い

植生が存在する区域を明らかにするとともに、重要

な種の生息・生育状況を把握すること。 

 また、植生の変化に伴うシカの増加や外来植物の

侵入等による生態系などへの影響が懸念されるた

め、その影響についても調査等を適切に行うこと。 

これらの結果を踏まえ、その影響を回避または極力

低減すること。 

 事業実施想定区域およびその周辺に

おける、現地調査の実施ならびに調査

結果を踏まえた予測および評価に当た

っては、現地の状況に精通した専門家

の指導・助言を仰ぎ、その意見を反映

するよう努めます。また、現地調査に

より自然度の高い植生が存在する区域

を明らかにし、重要な種の生息・生育

状況を把握する方針です。 

植生の変化に伴うシカの増加や外来

植物の侵入等による生態系などへの影

響については、調査および予測等の方

法ならびに環境保全措置等の最新の知

見を入手し、具体化します。 

また、その結果を踏まえ動物、植物お

よび生態系への影響を回避又は極力低

減する方針です。 

9 

景観 以下の点を考慮し、眺望点等の選定、調査等を適切

に行い、風力発電設備配置等の検討を含め、景観へ

の重大な影響を回避または極力低減すること。 

その際には、関係自治体や地域住民および眺望点の

利用者等から広く情報を収集するとともにその意

見の把握に努めること。 

① 自然公園の景観および主要な眺望点からの眺望

景観 

事業実施想定区域には、越前加賀海岸国定公園の第

３種特別地域、景観資源「木ノ芽峠」および主要な

眺望点「鉢伏山」が存在することから、直接改変に

伴う眺望景観に対する重大な影響が懸念される。 

 また、当該区域周辺には、同公園の公園計画に位

置付けられている複数の海水浴場や園地といった

眺望点が存在する。 

このため、眺望点の利用状況を踏まえるとともに、

評価の手法として「国立・国定公園内における風力

発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」を参

照し、客観的な予測および評価を行うこと。 

② その他の眺望点からの眺望景観 

当該区域周辺の「福井ふるさと百景」選定地に十分

配慮すること。 

また、敦賀市市街地等の多数の住居地から視認され

ることから、多数の住民が日常的に眺める景観が変

化するものと考えられるため、住居地や主要な道路

などからの住民等が日常的に眺める景観への影響

について、適切に評価できる眺望点を選定するこ

と。 

なお、眺望点の選定や発電機の設置基数や配置等の

事業計画の検討に当たっては、関係自治体や住民等

の意見聴取を十分に行うこと。 

 自然公園等の眺望点やその他の眺望

点からの眺望景観について、関係自治

体や地域住民および眺望点の利用者等

の意見を把握する方針です。また、眺

望点等の選定、調査等を行い、風力発

電機配置等の検討を含め、景観への重

大な影響を回避および極力低減する方

針です。 

 

① 自然公園等の眺望点からの眺望景

観 

越前加賀海岸国定公園の第３種特別地

域および公園計画に位置付けられてい

る主要な眺望点については、眺望点の

利用状況や公園計画の内容等を踏ま

え、「国立・国定公園内における風力発

電機の審査に関する技術的ガイドライ

ン」を参照し、主要な眺望方向および

水平視野も考慮した客観的な予測およ

び評価を行い、景観への重大な影響を

回避又は極力低減する方針です。 

 

② その他の眺望点からの眺望景観 

事業実施想定区域の周辺に存在する

「福井ふるさと百景」選定地に十分配

慮いたします。また、住居地や主要な

道路などの住民等が日常的に生活する

場からの景観についても、眺望点等の

選定、調査等を行い、風力発電機配置

等の検討を含め、景観への重大な影響

を回避又は極力低減する方針です。 
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表 7.1-2 配慮書に対する福井県知事の意見及び事業者の見解(4/4) 

  環境要素 意見の概要 事業者の見解 

10 

個

別

事

項 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

 人と自然との触れ合いの活動の場について、関係

自治体、住民や利用者等への聞き取り等により適切

に把握し、事業の実施に伴うそれら活動の場への影

響について調査等を行い、その影響を回避または極

力低減すること。 

 特に、事業実施想定区域に存在する活動の場であ

る鉢伏山およびその周辺の直接改変は、重大な影響

が懸念されるため、詳細な現地調査を行うととも

に、十分な予測および評価を行い、風力発電設備配

置等の事業計画に反映すること。 

 人と自然との触れ合いの活動の場に

ついては、関係自治体、住民や利用者

等への聞き取り等により適切に把握

し、事業の実施に伴うそれら活動の場

への影響について調査等を行い、その

影響を回避又は極力低減する方針で

す。 

特に、事業実施想定区域に存在する

鉢伏山およびその周辺については、詳

細な現地調査を行うとともに十分な予

測および評価を行い、風力発電機配置

等の事業計画へ反映する方針です。 

11 

工事の実

施等に伴

う環境影

響 

 工事の実施等に伴う環境影響について、影響を回

避または極力低減するよう工事計画を含めた事業

計画を検討するとともに、適切な調査等を行うこ

と。 

 特に、事業実施想定区域内およびその周辺には、

砂防指定地等が存在し、また、当該区域周辺では、

表流水が水道水源として利用されていることから、

森林伐採や土地改変に伴う土砂流出・濁水発生によ

る水環境および動植物の生息・生育環境への影響が

懸念される。 

 これらのことから、調査等を適正に行い、土砂流

出の可能性が高い地域における土地改変の回避や

土工量の抑制の検討を行うとともに、仮設沈砂池設

置等の環境保全措置により濁水の発生を極力低減

し、これらへの影響を回避または極力低減するこ

と。 

 工事の実施に伴う環境への影響を回

避または極力低減するよう工事計画を

含めた事業計画および調査を具体化し

ます。 

特に、土砂流出の可能性が高い地域

においては、土地改変の回避や土工量

の抑制の検討を行うとともに、仮設沈

砂池設置等の環境保全措置により濁水

の発生を極力低減し、これらへの影響

を回避又は極力低減する方針です。 
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発電設備等の構造若しくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定    

する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

 

配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 

事業実施想定区域の検討手法 

  1) 事業実施想定区域の位置 

本事業における事業実施想定区域の選定フローを図 7.2-1 に示す。 

本事業の事業実施想定区域は、検討対象エリア内から、風況条件、社会インフラ整備状況、法

令等の制約、環境保全上配慮が必要な施設や区域等を踏まえて設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2-1 事業実施想定区域の選定フロー 

  

2)事業実施想定区域の設定 

(a) 風況及び地形条件からの設定 

局所風況マップ及び地形図等から、風況が良いと考え

られる場所を設定 

 

(b) 社会インフラ整備状況から設定 

風力発電機の設置工事やアクセスに既設道路を利用す

るため、道路等を確認して想定区域を設定 

 

(c) 法令等の制約を受ける場所からの設定 

法令等の制約(自然公園地域、鳥獣保護区、農用地区等)

を確認して想定区域を設定 

 

(d) 環境保全上配慮が必要な施設及び区域からの設定 

生活環境及び自然環境に配慮するため、学校・医療機

関・福祉施設・文化施設・住居等の場所(生活環境)、自

然度の高い植生のある区域・重要な自然景観資源等の分

布する区域(自然環境)を勘案して想定区域を設定 

事業性配慮 

規制・環境配慮 

地域・環境配慮 

事業性配慮 

1)検討対象エリアの選定 

本計画段階において検討対象となる範囲を選定 

 

規制・事業性配慮 

本ページに記載した内容は、計画段階環境 

配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 



7-18 

(356) 

  2) 計画段階環境配慮書における事業実施想定区域の設定 

計画段階環境配慮書における事業実施想定区域は、検討対象エリア内から風況条件、社会イン

フラ整備状況、法令等の制約等をふまえて検討した。検討の内容を以下に示す。 

 

   (a) 事業実施想定区域の選定 

    a) 検討対象エリアの選定 

以下の条件・背景を踏まえて、福井県敦賀市および南越前町を検討対象エリアとした。 

・福井県では、「福井県環境基本計画」(福井県、2018 年)において、「省エネルギーや再

生可能エネルギーの導入拡大などを進めることにより、温室効果ガスを削減し、将来に

わたり持続可能な低炭素社会を実現」していくことを目指している。 

・「局所風況マップ」(NEDO：(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構)から好風況が見

込まれる地点が存在する。 

 

    b) 風況による絞り込み 

事業実施想定区域の選定にあたっては、局所風況マップ(NEDO：(独)新エネルギー・産業技

術総合開発機構)を参考に、好風況が見込まれる地域として、福井県敦賀市北東部から南越前

町南西部にかけてのエリアを候補地として抽出した。検討対象としたエリア及び事業実施想

定区域を図 7.2-2 に示す。 

 

    c) 社会インフラ整備状況の確認 

事業実施想定区域及びその周囲における社会インフラ整備状況を図 7.2-3 に示す。設置工

事やアクセスに利用できる道路として、国道の 8 号、365 号、476 号や、一般県道の 207 号

今庄杉津線等が存在し、また鉢伏山周辺の尾根沿いには既設道路が存在する。したがって本

事業の推進に伴い、新たに道路等を大規模に整備する必要はなく、事業実施想定区域として

設定することに大きな支障はない。 

 

    d) 法令等の制約を受ける場所の確認 

事業実施想定区域及びその周囲における法令等(「自然公園法」(1957 年法律第 161 号、最

終改正：2014 年法律第 29 号)、「農業振興地域の整備に関する法律」(1969 年法律第 58 号、

最終改正：2018 年法律第 23 号)、「森林法」(1951 年法律第 249 号、最終改正：2018 年法律

第 35 号)、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(1918 年法律第 32 号、

最終改正：2015 年号外法律第 2 号))、「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日

本野鳥の会ホームページ 2020 年 4 月閲覧)、「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーシ

ョン・インターナショナル・ジャパンホームページ 2020 年 4 月閲覧)の制約を受ける場所を

図 7.2-4 に示す。事業実施想定区域内には上記の指定範囲が含まれないように考慮したが、

風車設置位置及び取付道路設置箇所を含む事業計画が明確でないため、保安林、自然公園の

一部を含めた事業実施想定区域とした。 

  
本ページに記載した内容は、計画段階環境 
配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 
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今後は調査やヒアリングにおいてその影響を評価していくとともに、管理者と協議の上、

可能な限り影響を回避・低減する事業計画、工事計画を策定する。また、自然公園（特に第

1 種・第 2 種特別地域）や保安林に該当する場所については、極力改変を回避することとす

るが、状況に応じて関係機関と指定区域からの設定解除等を含めた対応について協議し、必

要な手続を進めることとする。 

 

    e) 環境保全上の配慮から風力発電機の設置を回避すべき場所の確認 

事業実施想定区域及びその周囲における、環境保全上配慮が必要な施設及び場所等を図

7.2-5(1)～(2)に示す。 

事業実施想定区域の設定にあたっては、学校、医療機関、福祉施設、文化施設等の生活環境

保全上配慮が必要な施設から、騒音等の生活環境への影響を踏まえ、最低限確保すべき影響範

囲として 500m の離隔距離を確保する。また、自然環境保全の観点から、自然度の高い植生（植

生自然度 9,10 の林分）や巨樹巨木林、環境省指定の特定植物群落等を改変しないよう、事業実

施想定区域から極力除外する。ただし、風車設置位置及び取付道路設置箇所を含む事業計画が

明確でないことから、既存資料による一部住居と特定植物群落を含めた事業実施想定区域とし

ている。今後は調査やヒアリングにおいてその影響を評価していくとともに、可能な限り影響

を回避・低減する事業計画、工事計画を策定する。 

 

 

  

本ページに記載した内容は、計画段階環境 

配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 
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出典：「局所風況マップ」(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合 

開発機構(NEDO) 

http://app8.infoc.nedo.go.jp/nedo/ 2020 年 4 月 20 日閲覧) 

より作成 

図 7.2-2 

事業実施想定区域及びその周囲 

の風況(地上高 70m) 

本ページに記載した内容は、計画段階環境 
配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 
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図 7.2-3 

事業実施想定区域及びその周囲 

の社会インフラ整備状況 

 

出典：「国土基盤地図情報 道路縁」(国土地理院基盤地図情報ダウンロード 
サービス 
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php、2020 年 4 月 20 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、計画段階環境 

配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 
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図 7.2-4 

事業実施想定区域及びその周囲 

の法令等の制約を受ける場所 

 
出典：「国土数値情報 自然公園区域(2015 年度)」、「国土数値情報 森林地域(2015年) 、 

「国土数値情報 農業地域(2015年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ  

https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/ 2020 年 4 月 20 日閲覧) 

「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームページ 

http://kba.conservation.or.jp/index.html 2020 年 4 月 20 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、計画段階環境 
配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 
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図 7.2-5(1) 

事業実施想定区域及びその周囲

の環境保全上配慮が必要な場所

(生活環境) 
出典：「国土基盤地図情報 建築物」(国土地理院基盤地図情報ダウンロード 

サービス 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php、2020 年 4 月 20 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、計画段階環境 
配慮書に記載した内容と同じである。 

なお、図表番号は適宜修正した。 
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図 7.2-5(2) 

事業実施想定区域及びその周囲

の環境保全上配慮が必要な場所 

(自然環境) 

出典:「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査 福井県・滋賀県」  
「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 巨樹・巨木林調査 福井県・滋賀県」 
(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html、2020 年 4 月 20 日閲覧)       

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ 
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/、2020 年 4 月 20 日閲覧) 

本ページに記載した内容は、計画段階環境 
配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 
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   (b) 事業実施想定区域の設定 

「(3) 1)検討対象エリアの選定」から「(3) 2) d)環境保全上配慮が必要な施設及び場所の確

認」までの検討経緯を踏まえ、事業実施想定区域を設定した。 

 

   (c) 複数案の設定について 

事業実施想定区域の設定にあたっては、風況、社会インフラ整備の状況、法令等の制約、環境

保全上配慮すべき施設及び区域の状況を踏まえた絞り込みを行うプロセスを経ている。今後の環

境影響評価手続において重大な環境影響が予測された場合には、土地改変及び樹木伐採範囲等の

縮小、もしくは影響の懸念される箇所を極力避けるなどの環境配慮を検討しつつ、対象事業実施

区域をさらに絞り込む予定である。 

このような検討の進め方は「計画段階配慮書に係る技術ガイド」(環境省計画段階技術手法に関

する検討会、2013 年)において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、「区域

を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされている。 

なお、本事業の主体は民間事業者であり、風力発電施設の設置を前提とした事業計画であるこ

とから、ゼロ・オプションに関する検討は現実的ではないため、本配慮書ではこれを設定してい

ない。 

  

本ページに記載した内容は、計画段階環境 

配慮書に記載した内容と同じである。 
なお、図表番号は適宜修正した。 



7-26 

(364) 

方法書までの事業内容の具体化の経緯の過程における環境の保全の配慮に係る検討経緯 

配慮書における検討結果 

配慮書段階における事業実施想定区域は、改変の可能性のある範囲を含有した広域な範囲のた

め、騒音及び超低周波音、地形及び地質、風車の影、動植物、生態系、景観、人と自然との触れ

合いの活動の場の項目について影響が生じる可能性があると評価した。しかし、今後の事業計画

の検討の中で、対象事業実施区域の絞込みや環境影響評価における現地調査を踏まえて環境保全

措置を検討することにより、将来的に重大な影響を回避又は低減できるものと評価した。 

今後、方法書以降の手続等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環境

保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものとした。 

 

配慮書提出後の事業計画の検討経緯 

  1) 方法書以降の手続等において留意する事項への対応方針 

配慮書において記載した、方法書以降の手続等において留意する事項（以下「留意事項」とい

う。）への対応方針を表 7.2-1 に示す。 

 

表 7.2-1 留意事項への対応方針(1/3) 

環境要素 
方法書以降の手続等において 

留意する事項 
方法書における対応方針 

騒音及び 

超低周波音 

現地調査等を行い、事業実施想定区域の周囲の騒音及

び超低周波音の状況を現地調査にて適切に把握する。 

現地調査の結果を踏まえ、選定した風力発電機の機種

から音響パワーレベルを設定した上で影響の程度を適

切に予測し、必要に応じて「風力発電機の配置計画の見

直し」等の環境保全措置を検討する。 

方法書においては風力発電機が配置

される可能性がある区域から住居等

まで 1000m の離隔を確保した。対象事

業実施区域の周囲において、騒音及び

超低周波音の現地調査地点として 4 地

点を選定した(表 6.2-1 参照)。 

地形及び地質 現地調査等を行い、重要な地形及び地質の分布状況に

配慮して風力発電機の配置計画などを検討する。 

現地調査の結果を踏まえ、重要な地形及び地質への影

響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電機の

配置等、事業計画の見直し」、「土地改変の最小限化」

等の環境保全措置を検討する。 

方法書においては風力発電機が配

置される可能性がある区域から重要

な地形・地質「鉢伏山の花崗岩と元比

田礫岩」への影響を考慮し、直接改変

を回避または低減するように可能な

限り対象事業実施区域を縮小すると

ともに、環境影響評価項目として選定

した。 

今後の手続において、文献調査や有

識者ヒアリングを踏まえ、調査、予測

及び評価を行い、その結果に応じて環

境保全措置を検討することとした。 

風車の影 現地調査等を行い、事業実施想定区域周囲における住

居等の位置関係や遮蔽物等の状況を適切に把握する。 

現地調査の結果を踏まえ調査範囲については、ロータ

ー直径 10 倍(10D)の範囲内に縛られることなく、配慮が

必要な施設等の分布状況を考慮し、必要に応じて 10D よ

りも広めに設定した上で、選定した風力発電機の機種及

び配置から作成した日影図等により影響の程度を適切

に予測し、必要に応じて「風力発電機の配置計画の見直

し」等の環境保全措置を検討する。 

方法書においては、風力発電機が配

置される可能性がある区域から最寄

りの配慮が特に必要な施設及び住居

等までの距離を 1000m 確保した。風力

発電機が配置される可能性がある区

域からの風車の影の影響について予

測・評価を行い、その結果に応じて環

境保全措置を検討することとした。 
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表 7.2-1 留意事項への対応方針(2/3) 

環境要素 
方法書以降の手続等において 

留意する事項 
方法書における対応方針 

動物 現況調査の結果を踏まえ、重要な種及び注目すべき生

息地への影響の程度を適切に予測する。 

現地調査では渡り鳥のルートやコウノトリ等注目種の

生息状況・飛翔状況等を把握し、施設の稼働や存在等に

伴う影響を予測し、重要な生息地についても十分に考慮

し、工事等による影響を適切に予測する。 

予測結果を踏まえ、必要に応じて「風力発電機の配置

等、事業計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐採の最

小限化」等の環境保全措置を検討する。 

造成等の施工による一時的な影響

並びに地形改変及び施設の存在、施設

の稼働に伴い、重要な猛禽類のバード

ストライク及び重要なコウモリ類の

バットストライク等の影響を及ぼす

可能性があるため、方法書において

は、環境影響評価項目として選定し、

重要な猛禽類のバードストライク及

びバットストライク等の影響を適切

に予測できるよう現地調査地点を設

定した。 

また、猛禽類及びコウモリ以外に

も、哺乳類、爬虫類、両生類、魚類、

底生動物の調査を行う計画とした。 

今後の手続において、調査、予測及

び評価を行い、その結果に応じて環境

保全措置を検討する。 

植物 

植物の重要な種の生育地を現況調査において十分に把

握し、工事等に伴う改変の程度を把握する。また、最新

の航空写真判読等により植生の現況を把握し、植生自然

度の高い地域や重要な植物群落を確認する。 

現地調査の結果を踏まえ、重要な種及び重要な群落等

への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発

電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変及び樹

木伐採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 

方法書においては、環境影響評価項

目として選定し、植物の重要な種への

影響の程度を適切に予測できるよう

現地調査地区を設定した。 

今後の手続において、調査、予測及

び評価を行い、その結果に応じて環境

保全措置を検討する。 

生態系 

現地調査のほか、最新の航空写真判読等により植生の

現況を把握し、植生自然度の高い地域を確認する。また、

隣接する重要な自然環境のまとまりの場についても十分

に考慮し、道路工事等による影響を適切に予測する。 

現地調査等の結果を踏まえ、重要な自然環境のまとま

りの場への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風

力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変及び

樹木伐採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 

対象事業実施区域及びその周囲に

重要な猛禽類の生息分布が存在し、こ

れらに対して造成等の施工に伴う一

時的な影響並びに地形改変及び施設

の稼働に伴う地域を特徴づける生態

系に影響を及ぼす可能性があるため、

方法書において、環境影響評価項目と

して選定し、生態系上位種と想定され

る重要な猛禽類（クマタカ）への影響

の程度を適切に予測できるよう現地

調査地点を設定した。 

今後の手続において、調査、予測及

び評価を行い、その結果に応じて環境

保全措置を検討する。 

景観 

事業計画が検討中であり、予測及び評価が簡易的で不

確実性を伴うものとなっているため、風力発電機の機種

(風力発電機の高さ)及び配置等から可視領域図を作成

し、現地調査を実施した上で実際の眺望景観を適切に把

握する。また、主要な眺望点及び景観資源の分布状況や

利用環境等に配慮して風力発電機の配置計画等を検討

する。 

現地調査では、眺望方向、眺望点の利用状況、樹林や

地形による遮蔽の有無、眺望景観の状況等も把握し、調

査結果を踏まえ風力発電機の配置計画を検討する。 

現地調査の結果を踏まえ、眺望点からのフォトモンタ

ージュを作成することで、主要な眺望景観への影響の程

度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電機の配置計

画の見直し」、「土地改変及び樹木伐採の最小限化」等

の環境保全措置を検討する。 

対象事業実施区域の周囲において、

主な眺望点を 14 地点、身近な景観の

現地調査地点として 6 地点を選定した

(表 6.2-22 参照)。今後、主要な眺望点

及び身近な景観の現地調査地点から

撮影した写真に、発電所完成予想図を

合成する手法（フォトモンタージュ

法）によって、主要な眺望景観への影

響について予測及び評価を実施し、環

境保全措置を検討する。 
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表 7.2-1 留意事項への対応方針(3/3) 

環境要素 
方法書以降の手続等において 

留意する事項 
方法書における対応方針 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

施設の管理者ヒアリングや現地調査を実施し、実際の人と

自然との触れ合いの活動の場の利用環境及び利用状況を適

切に把握する。 

現地調査の結果を踏まえ、人と自然との触れ合いの活動の

場への影響の程度を適切に予測し、既設風力発電機・計画風

力発電機との累積的影響についても考慮しながら必要に応

じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改

変及び樹木伐採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 

対象事業実施区域の周囲におい

て、人と自然との触れ合いの活動の

場の現地調査地点として 4 地点を選

定した(表 6.2-26 参照)。今後、人と

自然との触れ合いの活動の場への影

響について予測及び評価を実施し、

環境保全措置を検討する。 

 

  2) 対象事業実施区域の設定 

   (a) 環境面及び事業面の検討 

環境影響の回避・低減の観点及び事業面の観点から、表 7.2-2 に示す事項を考慮し、対象

事業実施区域の絞込みを行った。風力発電機設置検討範囲の絞込みの経緯を図 7.2-7に示す。 

表 7.2-2 対象事業実施区域の設定にあたって考慮した事項 

考慮事項 検討結果 

法規制 
自然公園第 3 種特別地域を含む対象事業実施区域は、風力発電機の配置外とし、

搬入路及び付帯施設に限定した。 

騒音及び超低周波音 
騒音・風車の影等の生活環境への影響を考慮し、住居等からの離隔 1000ｍ範囲を除

外した。（搬入路及び付帯施設を除く） 

植物 
植物群落への影響を考慮し、特定植物群落と植生自然度 9 の区域を除外した。（搬

入路及び付帯施設を除く） 

工事用資材等の搬出入 工事用資材等の搬出入等に利用可能な既存林道等が周囲に存在する区域とした。 

 

対象事業実施区域の設定に関する検討の経緯 

配慮書においては、事業計画の熟度が低く、まずは風力発電機が設置される可能性のある範囲

に主眼を置いて事業実施想定区域を設定した。 

しかし、配慮書提出以降の現地踏査を踏まえ、風力発電機に付随する施設(発電施設用地、資材

運搬・取付・管理用道路、一時的な改変)の検討を進め、図 7.2-7 に示すとおり事業実施想定区域

を一部変更し、対象事業実施区域を設定した。 

【配慮書以降における区域の変更の経緯】 

・自然公園第 3 種特別別地域を含む対象事業実施区域は、風力発電機の配置外とし、搬入路及び

付帯施設に限定した。 

・騒音・風車の影等の生活環境への影響を考慮し、住居等からの離隔 1000ｍ範囲を除外した。

（搬入路及び付帯施設を除く） 

・植物群落への影響を考慮し、特定植物群落と植生自然度 9 の区域を除外した。（搬入路及び付

帯施設を除く） 

・重要な地形・地質「鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩（福井のすぐれた自然に掲載）」への影響を

考慮し、直接改変を回避または低減するように可能な限り区域を縮小した。 

・工事用資材等の搬出入等に利用可能な既存林道等が周囲に存在する区域とした。 

・配慮書以降の現地踏査に基づき、工事用資材等の搬出入経路等、今後の事業計画において改変

の可能性のある部分を一部対象事業実施区域に含めることとした。 
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図 7.2-6(1) 

対象事業実施区域及びその周囲 

の法令等の制約を受ける場所 

自然公園(第３種特別地域)を

含む対象事業実施区域は搬入

路及び付帯施設に限定した。 
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図 7.2-6(2) 

対象事業実施区域及びその周囲

の環境保全上配慮が必要な場所

(生活環境)  

騒音・風車の影等の生活環境へ

の影響を考慮し、事業実施想定

区域内に位置していた住居か

ら、対象事業実施区域（風車配

置検討区域）を１km 離隔した。 
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図 7.2-6(3) 

対象事業実施区域及びその周囲

の環境保全上配慮が必要な場所

(自然環境) 

植物群落への影響を考

慮し、植生自然度の高い

区分(群落)を対象事業

実施区域から除外した。 

工事用資材等の搬出入経

路等、今後の事業計画にお

いて改変の可能性のある

部分を一部対象事業実施

区域に含めることとした。 

植物群落への影響を考慮

し、特定植物群落を対象

事業実施区域（風車配置

検討区域）から除外した。 

鳥類の移動阻害への影響を考慮し、

東西に延びる尾根上を対象事業実

施区域から除外した。 



7-32 

(370) 

配慮書及び方法書における事業計画概要の比較 

配慮書及び方法書における事業計画概要の比較は、表 7.2-3 のとおりである。 

 

表 7.2-3 配慮書及び方法書における事業計画概要の比較 

項目 配慮書 方法書 

発電機の出力 風力発電機の基数：15～20 基程度 

単機出力：4,200～5,500kW 程度 

総発電出力：最大 84,000kW 

風力発電機の基数：最大 13 基 

単機出力：4,200～5,500kW 

総発電出力：最大 55,000kW 

区域の概要 ・事業実施想定区域 

 福井県敦賀市、南越前町の行政境界付近 

 

・事業実施想定区域の面積 

 事業実施想定区域：約 1585.4ha 

・対象事業実施区域 

 福井県敦賀市、南越前町、滋賀県長浜町

の行政境界付近 

 

・対象事業実施区域の面積：約 478.6ha 

※うち、搬入路及び付帯施設検討区域 

：約 160.3ha 

風力発電機の配置 検討中 検討中 

組立ヤードの 

改変面積 
検討中 検討中 

系統連系地点 検討中 検討中 

送電線 検討中 検討中 
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